
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

外
国
資
本
及
び
外
国
人
に
よ
る
日
本
国
内
土
地
買
収
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

池

政

就
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外
国
資
本
及
び
外
国
人
に
よ
る
日
本
国
内
土
地
買
収
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
国
資
本
に
よ
る
森
林
買
収
の
事
実
お
よ
び
将
来
に
わ
た
る
水
源
確
保
へ
の
懸
念
に
つ
い
て
、
報
道
が
な
さ
れ
て
き
た
（
朝

日
新
聞
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
、
日
本
経
済
新
聞
北
海
道
平
成
二
十
五
年
四
月
九
日
等
）
。
外
国
資
本
に
よ
る
森
林

買
収
に
関
し
て
は
、
平
成
二
十
三
年
に
森
林
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
四
月
に
、
土
地
取
得
後
に
届
出
を
要
す
る
と
す

る
制
度
が
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
（
森
林
法
第
十
条
の
七
の
二
）
、
森
林
所
有
者
に
つ
い
て
森
林
買
収
後
の
調
査
は
可
能
と

な
っ
た
。

な
お
、
地
方
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
、
水
源
地
域
に
よ
る
土
地
の
買
収
等
に
つ
い
て
事
前
届
出
の
義
務
を
課
す
条
例
策
定

の
取
り
組
み
が
進
展
し
て
い
る
。
取
組
道
県
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
時
点
で
十
一
道
県
（
北
海
道
、
山
形
県
、
茨
城
県
、
群

馬
県
、
埼
玉
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、
福
井
県
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
）
で
あ
る
（
林
野
庁
資
料
よ
り
）
。

ま
た
、
自
衛
隊
施
設
の
近
隣
の
土
地
が
外
国
資
本
に
買
収
さ
れ
た
と
の
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
（
長
崎
新
聞
平
成
二
十
年
四

月
二
十
一
日
、
長
崎
新
聞
平
成
二
十
一
年
九
月
十
三
日
、
産
経
新
聞
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
、
産
経
新
聞
平
成
二
十

五
年
九
月
十
九
日
等
）
。

防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
取
引
に
関
し
て
は
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
衆
議
院
予
算
委
員
会

一



に
て
「
政
府
と
し
て
も
、
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
取
引
の
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
安
全
保
障
上
の
重
要
性
に
鑑
み
、

関
係
省
庁
間
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
制
限
の
必
要
性
や
個
人
の
財
産
権
の
保
護
、
国
際
約
束
と
の
整
合
性
等
の
諸
事
情
を
も
総

合
的
に
考
慮
し
た
上
で
し
っ
か
り
と
検
討
し
て
い
き
た
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

一

森
林
法
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
、
事
前
の
届
出
制
で
は
な
く
事
後
の
届
出
制
を
採
用
し
た
理
由
を
伺
い
た
い
。

二

「
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
取
引
の
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
「
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
政

府
と
し
て
、
安
全
保
障
上
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


